
15高 セ 第 T00458号

試験年月日 :平成 1 5 年  9 月 1 7 日

試 験 結 果 !

量
自

平成 15年  9月 19日明証

右 LF会 村  SCネ ッ トサー ビス 殿 財団法人

高分子試験 ・評価

妄寺ネ上手手を募ク)言式米半に つ しヽ百ζ しつ言式局究糸吉環設 ま  卜 言己6 D

と お り で あ る こ と を 証 明 し ま す 。

記

試   料 i  S C フロアコート

試 験 方 法 1食品衛生法 食 品,添 加物等の規格基準 (昭和344厚 生省告示第370号 )

個別翔格に規定された以外の合成樹脂製の器具又は容器包装

(昭和57年 厚生省告示第20号 )

厚生労働省:食品街生法に基づ

試 験 結 果項験試

材 質 試 験

鉛

溶 出 試 験

重     金      属

過マンガン酸カリウム消費皇

る

る

　

　

る

る

す

す

　

　

す

す

合

合

　

合

合

適

適

　

適

適

上i3結果は食品衛生法 食 品,添 加物等の規格基準 (昭和 34年 厚生省告示第370号 )に 適合する。
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上記結果は食品衛生法 食品,添加物等の規格基準(昭和 34年 厚生省告示第370号 )に適合する。
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上記結果は食品衛生法 食 品,添 加物等の第格基準 (昭和 34年 厚生省告示第370号 )に 適合する。
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上記結果は食品衛生法 食品,添加物等の規格基準(昭和 34年 厚生省告示第370号 )に適合する。
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